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開校のための協議会発足【６月２５日】

すでに皆様方ご存知のように、諏訪小学校と川尻小学校が、平成２２年４月に再編され、新し
い小学校が生まれます。そのため、諏訪・川尻小学校再編後の新校開校のための協議会が発足し、
第１回の会合が諏訪小学校で開かれました。まず、協議会に先立ち、本市教育委員会を代表して
宮田教育長が、ご挨拶されました。

宮田忠雄 教育長 挨拶（要旨）

本協議会の設置に至るまでの経過においては、厳しい財政状況の中、当初の計画からは、再
編の時期の延長や新校の校地の変更など２度も大きな変更をせざるをえなくなり、誠に申し訳な
く思っています。本年２月末と先日開催いたしました両校区における２回ずつの説明会で、地元
の皆様方にも諸般の事情をご理解いただき、感謝いたしておりますとともに、ご期待に沿えるよ
う決意を新たにしたところです。
このたび、諏訪小学校・川尻小学校の再編後の新校開校のための協議会の発足となり、いよい

よ平成２２年４月の新校開校に向けての準備に入ることになりました。私どもも皆様と同じで、
子どもたちの健やかな育ちを支えたいとの願いからこの再編に取り組むわけでして、次代を担う
子どもたちに新しい時代を拓く能力と豊かな心を育成できる教育環境の充実を目指しておりま
す。
そのためには、この「開校のための協議会」が有効に機能して、両校が対等な関係で、未来志

向の新しい学校を、手を携えて創り上げて行っていただけるものと大いに期待しているところで
あります。諏訪・川尻両小学校にはそれぞれに長い歴史と伝統があり、新しい学校は、その歴史
と伝統を生かしたすばらしい学校にしなければなりません。
また、新しい学校の名称を決めることは重要な検討事項でございます。この協議会において

は、いろいろとご論議いただきますが、特に、新校の校名につきまして、最終的には教育委員会
で決定することになりますけれども、地域や学校、保護者、子どもたちのご要望を尊重して決め
させていただくために、当協議会に諮問を行います。
昨今の学校運営には、ＰＴＡのほか連協・社協等の地域の皆様のご協力が不可欠な状況でござ

いますので、諏訪・川尻校区の地域の再編促進事業も併せて取り組む予定でございます。
協議会の中で学校、保護者・地域の皆様の意見等が十分に反映する形で協議され、私どもに貴

重な資料を提供いただきたいと思っております。

☆ 開校のための協議会の役員選出
開校のための協議会では、「協議会要綱」の説明の後、協議会の会長、副会長の選出を

行いました。その後、教育長から会長に「新校の学校名について」諮問が行われました。
（右ペ－ジ囲み文参照）

開校のための協議会 会 長 砥上 吉幸 様（諏訪小学校ＰＴＡ会長）
副会長 後藤 隆 様（川尻小学校ＰＴＡ会長）

会長あいさつ
「いよいよ学校再編に向けてスタ－トすることになりました。
両校とそれぞれの地域が築き上げた歴史と伝統を踏まえながら、
新しい時代を担う子どもたちの教育環境を第一に協議を重ねて
いきます。」
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☆ 第１回 開校のための協議会協議内容 ☆

今回の協議会では、次の内容について協議を行いました。

１「開校のための協議会」の協議事項及び日程について
（１） 学校名について

平成 20年 11月末を目途に教育委員会に答申する
こととし、次回から具体的な協議に入ることにし
ました。

（２） 校歌・校章について
校名の検討に合わせて、校歌・校章の決定方法
や作成者の決定等を協議し、来年４月頃から作成
する計画となりました。

（３） 施設設備について
教育委員会への要望書を平成 20年９月頃まで
に作成し提出することになりました。 開校のための協議会の協議風景

（４） 通学路安全対策について
仮校舎の期間（諏訪小での平成２２年４月～平成２３年８月）と新校舎に移ってか

ら（平成２３年９月以降）の通学路について、現地調査を実施して、要望事項を協議
し、関係機関へ要望書を提出します。

（５） その他について
両校の資料の保存、ＰＴＡ組織、学校施設開放委員会の再編、学校と地域の連携等

について、協議を進めていくことになりました。 また、協議会で協議・決定された内
容は、「開校のための協議会だより」で、保護者、地域、公民館、幼稚園等に広くお
知らせすることとしました。

新校の学校名諮問理由 ※ 開校のための協議
会は、月一回程度開

学校は、児童の人格の形成を期す 催します。
とともに、地域社会の生活・文化 次回は、
・教育の向上に大きな役割を担っ ７月１０日（木）の
ており、子どもたちの学びの場及 予定です。
び地域社会の形成の拠点となるふ
さわしい学校名を定める必要があ
ります。なお答申に当たっては、
地域の意見が充分反映されるよう
お願いします。 ＜教育委員会＞

教育長から協議会長への諮問
【開校のための協議会事務局 諏訪・川尻小学校】


